ホットな消費者ニュース　　
　　　　　　　～あなたの地域の危ない商法・平成２１年２月号～
★　悪質な物干し台の移動販売にご注意！　　　　宗像市消費者センター
　（相談事例）
　　　呼び止めた移動販売で、「物干し台１組で１万円」と説明され、価格表も見た上で設置してもらったら、設置後、電卓をたたき、１０万円を請求された。「１万円ではないのか。そんなお金はない。」と断ったら、「最初に紙を見せたでしょう？」と言ってみせられた書面では、１０万円になっていた。若い男性二人組みだったので怖くなり、銀行でお金を下ろしてきて支払った。
　（事例処理）

　　　相談者から処理は不要との申し出があった為、センターより警察へ領収書に記載された手書きの住所や電話番号を情報提供した。

　（アドバイス）

自分から販売業者を呼び止めて契約した場合は、「訪問販売」に該当せず、クーリング・オフによる無条件解約ができない場合があるので注意が必要です。
　トラブルになっても悪質な業者は、連絡が取れないことが多くあり、その場で現金を支払うと被害回復
が困難になってしまうのが現状です。
　声をかける場合は、このようなトラブルが多いことを心に留めて慎重に考えましょう。
　　　
★　健康食品で年金？　　　　　　福岡県消費生活センター
　（相談事例）
　　　「健康食品を毎月購入すれば、年金のように収入が入る。」と友人に誘われて、マルチ組織に入会した。

健康食品を購入し続けてきたが、約束どおりの振込みがないので、解約・返金を申し出したい。
　（事例処理）

　　　センターから販社へ販売方法の問題点について申し入れをした。販社から、商品代金の９割を返金すると提示があったので、相談者に業者の提示を伝えたところ、承諾したので相談を終了した。　
　
（アドバイス）

　連鎖販売取引については、消費生活センターに「最初の説明と違い簡単に儲からない」といった相談が多く寄せられています。契約にあたっては、一人で考えず、周囲の方に相談する等して、慎重に判断して下さい。また、契約内容は、契約書等の書面に書いてあることが全てと考えて下さい。単なる口約束は、後日、「言った」「言わない」の水掛け論になるだけです。
　また、連鎖販売取引の勧誘員（相談事例中の「友人」の方）は、特定商取引に関する法律第３４条等に違反する行為を行った場合、同法により刑事罰の対象となる可能性があります。
	　～困ったときは気軽にご相談下さい。～　　各消費生活センターの相談窓口

＊電話のかけ間違いにご注意下さい。

　   

　福岡県　　０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可）

　福岡市　　０９２－７８１－０９９９（第２・第４土曜日も電話相談可）

　北九州市　０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）

　久留米市　０９４２－３０－７７００　　　　飯塚市０９４８－２２－０８５７

　宗像市　　０９４０－３３－５４５４


